
 １）庁内のデータ連携は、地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書に基づき、機能別連携仕様によるファイル連携を

基本とする。

※ 機能別連携仕様については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」 参照。

※ 採用している機能別連携仕様の版数・データ項目が知りたい場合は別途照会を行うこと。

※ 機能別連携仕様によるファイル連携が困難な場合は、DB連携等の手法を個別調整とする。 

２）庁内データ連携は、ファイルサーバ内のファイルストレージ上での連携とする。

※ 各システム間でのデータ連携は行わず、ファイルストレージ経由での連携とする。

※ ファイル転送にはＳＦＴＰを使用し、認証方式はパスワード認証とする。

ファイル連携に関する仕様は、「データ要件・連携要件ファイル連携に関する詳細技術仕様書」 参照。

住基情報等データ連携条件 【別紙5】

業務システム間のデータ連携行わず、
必ずファイルストレージを経由して、データ連携すること。

OS：Red Hat EnterpriseLinux 8.10
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庁内データ連携で使用している連携ID一覧 （令和８年４月１日時点）
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